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平成 28年 6月 16日 公告 

 

「【東】給水装置修繕工事（Ｈ２８）」 

 

１ 設計図書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。 

 

訂正箇所 誤 正 

特記仕様書Ｐ１ 

４．工事費について 

（１） 

７行目 

  

工 事 仕 様 書 

 

この工事は、「土木工事共通仕様書（大阪市水道局 平成２６年４月）」（以下、「仕様書」という。）並びに下記事項に基づき施工しなければ

ならない。なお、受注者は「仕様書」の内容等について十分理解し、工事施工上、支障のないようにしなければならない。 

 「仕様書」に記載のない事項、変更する事項、補足する事項等については、次に特記事項として記載する。 

 

特 記 事 項  

 

１．受注者は施工に際し、本設計書のほか「仕様書」を常に携行しなければならない。 

 

２．本工事に対する関係官公署、地下埋設物管理者等の回答書（写）を確認し、内容を作業員にまで徹底させておかなければならない。 

 

３．本工事の舗装工事における昼間施工区間については、一般交通への影響、通勤・通学時間帯の確保、周辺地域の生活、各種営業活動の確保

のため、時間的制約を受けるものとしている。 

  なお、関係機関等との調整の結果、継続的に特別な条件が付いた場合は、監督員と別途協議を行うものとする。 

 

４．工事費について 

（１）本工事は、「土木工事積算基準（大阪市水道局 平成2７年１１月1日）」を基に工事費算出を行っているため、受注者は事前に十分把握

しておかなければならない。なお、労務費は、平成2８年２月版の公共工事設計労務単価を適用している。 

【土木工事積算基準】 

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000074408.html 

【管路資材価格調査報告書】 

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000075511.html 

（注）ただし、本工事は単価契約につき、各工種の単価には諸経費が含まれるため上記報告書どおりの単価ではない。 

また、水道局HP上に掲載する本工事の積算資料についても工事費算出の基になるため、事前に十分把握すること。 

（２）本工事は、間接工事費の工種区分を「開削工事及び小口径推進工事」で算出している。 

 

５．仕様書に規定されている承認業者等は以下のとおりである。 

（１）配管材料 

  「大阪市水道局調達用配管材料仕様書」第１編第２章２－２に規定する大阪市水道局が承認している資材供給者は、別紙－１のとおりであ

る。（順不同） 

 

（２）改良土 

   第１編第２章第３節２－３－３ ３．埋戻し土（２）改良土（仕様書 P31）に規定する大阪市水道局に登録している改良土製造会社は

以下のとおりである。（順不同） 

会 社 名 所 在 地 電話番号 

（株）英光産業 

大阪東部リサイクルセンター 

〒578-0921 

大阪府東大阪市水走１－９－１５ 
0729-62-8200 

（株）北港ロード 

本社工場 

〒554-0033 

大阪市此花区北港１－４－１３２ 
06-6468-4175 

奥村組土木興業（株） 

堺ＳＲ工場 

〒590-0977 

堺市堺区大浜西町５ 
072-226-6969 

（株）長谷川建設 

リサイクルセンター南港工場 

〒559-0031 

大阪市住之江区南港東３－４－９１ 
06-6351-4940 

工 事 仕 様 書 

 

この工事は、「土木工事共通仕様書（大阪市水道局 平成２６年４月）」（以下、「仕様書」という。）並びに下記事項に基づき施工しなければ

ならない。なお、受注者は「仕様書」の内容等について十分理解し、工事施工上、支障のないようにしなければならない。 

 「仕様書」に記載のない事項、変更する事項、補足する事項等については、次に特記事項として記載する。 

 

特 記 事 項  

 

１．受注者は施工に際し、本設計書のほか「仕様書」を常に携行しなければならない。 

 

２．本工事に対する関係官公署、地下埋設物管理者等の回答書（写）を確認し、内容を作業員にまで徹底させておかなければならない。 

 

３．本工事の舗装工事における昼間施工区間については、一般交通への影響、通勤・通学時間帯の確保、周辺地域の生活、各種営業活動の確保

のため、時間的制約を受けるものとしている。 

  なお、関係機関等との調整の結果、継続的に特別な条件が付いた場合は、監督員と別途協議を行うものとする。 

 

４．工事費について 

（１）本工事は、「土木工事積算基準（大阪市水道局 平成2７年１１月1日）」を基に工事費算出を行っているため、受注者は事前に十分把握

しておかなければならない。なお、労務費は、平成2８年２月版の公共工事設計労務単価を適用している。 

【土木工事積算基準】 

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000074408.html 

【管路資材価格調査報告書】 

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000075511.html 

（注）ただし、本工事は単価契約につき、各工種の単価には諸経費が含まれるため上記報告書どおりの単価ではない。 

また、水道局HP上に掲載する本工事の積算資料についても工事費算出の基になるため、事前に十分把握すること。 

（２）本工事は、間接工事費の工種区分を「開削工事及び小口径推進工事」で算出している。 

 

５．仕様書に規定されている承認業者等は以下のとおりである。 

（１）配管材料 

  「大阪市水道局調達用配管材料仕様書」第１編第２章２－２に規定する大阪市水道局が承認している資材供給者は、別紙－１のとおりであ

る。（順不同） 

 

（２）改良土 

   第１編第２章第３節２－３－３ ３．埋戻し土（２）改良土（仕様書 P31）に規定する大阪市水道局に登録している改良土製造会社は

以下のとおりである。（順不同） 

会 社 名 所 在 地 電話番号 

（株）英光産業 

大阪東部リサイクルセンター 

〒578-0921 

大阪府東大阪市水走１－９－１５ 
0729-62-8200 

（株）北港ロード 

本社工場 

〒554-0033 

大阪市此花区北港１－４－１３２ 
06-6468-4175 

奥村組土木興業（株） 

堺ＳＲ工場 

〒590-0977 

堺市堺区大浜西町５ 
072-226-6969 

（株）長谷川建設 

リサイクルセンター南港工場 

〒559-0031 

大阪市住之江区南港東３－４－９１ 
06-6351-4940 

1 1 



 

2/4ページ 

平成 28年 6月 16日 公告 

 

「【西】給水装置修繕工事（Ｈ２８）」 

 

１ 設計図書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。 

 

訂正箇所 誤 正 

特記仕様書Ｐ１ 

４．工事費について 

（１） 

７行目 

  

工 事 仕 様 書 

 

この工事は、「土木工事共通仕様書（大阪市水道局 平成２６年４月）」（以下、「仕様書」という。）並びに下記事項に基づき施工しなければ

ならない。なお、受注者は「仕様書」の内容等について十分理解し、工事施工上、支障のないようにしなければならない。 

 「仕様書」に記載のない事項、変更する事項、補足する事項等については、次に特記事項として記載する。 

 

特 記 事 項  

 

１．受注者は施工に際し、本設計書のほか「仕様書」を常に携行しなければならない。 

 

２．本工事に対する関係官公署、地下埋設物管理者等の回答書（写）を確認し、内容を作業員にまで徹底させておかなければならない。 

 

３．本工事の舗装工事における昼間施工区間については、一般交通への影響、通勤・通学時間帯の確保、周辺地域の生活、各種営業活動の確保

のため、時間的制約を受けるものとしている。 

  なお、関係機関等との調整の結果、継続的に特別な条件が付いた場合は、監督員と別途協議を行うものとする。 

 

４．工事費について 

（１）本工事は、「土木工事積算基準（大阪市水道局 平成2７年１１月1日）」を基に工事費算出を行っているため、受注者は事前に十分把握

しておかなければならない。なお、労務費は、平成2８年２月版の公共工事設計労務単価を適用している。 

【土木工事積算基準】 

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000074408.html 

【管路資材価格調査報告書】 

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000075511.html 

（注）ただし、本工事は単価契約につき、各工種の単価には諸経費が含まれるため上記報告書どおりの単価ではない。 

また、水道局HP上に掲載する本工事の積算資料についても工事費算出の基になるため、事前に十分把握すること。 

（２）本工事は、間接工事費の工種区分を「開削工事及び小口径推進工事」で算出している。 

 

５．仕様書に規定されている承認業者等は以下のとおりである。 

（１）配管材料 

  「大阪市水道局調達用配管材料仕様書」第１編第２章２－２に規定する大阪市水道局が承認している資材供給者は、別紙－１のとおりであ

る。（順不同） 

 

（２）改良土 

   第１編第２章第３節２－３－３ ３．埋戻し土（２）改良土（仕様書 P31）に規定する大阪市水道局に登録している改良土製造会社は

以下のとおりである。（順不同） 

会 社 名 所 在 地 電話番号 

（株）英光産業 

大阪東部リサイクルセンター 

〒578-0921 

大阪府東大阪市水走１－９－１５ 
0729-62-8200 

（株）北港ロード 

本社工場 

〒554-0033 

大阪市此花区北港１－４－１３２ 
06-6468-4175 

奥村組土木興業（株） 

堺ＳＲ工場 

〒590-0977 

堺市堺区大浜西町５ 
072-226-6969 

（株）長谷川建設 

リサイクルセンター南港工場 

〒559-0031 

大阪市住之江区南港東３－４－９１ 
06-6351-4940 

工 事 仕 様 書 

 

この工事は、「土木工事共通仕様書（大阪市水道局 平成２６年４月）」（以下、「仕様書」という。）並びに下記事項に基づき施工しなければ

ならない。なお、受注者は「仕様書」の内容等について十分理解し、工事施工上、支障のないようにしなければならない。 

 「仕様書」に記載のない事項、変更する事項、補足する事項等については、次に特記事項として記載する。 

 

特 記 事 項  

 

１．受注者は施工に際し、本設計書のほか「仕様書」を常に携行しなければならない。 

 

２．本工事に対する関係官公署、地下埋設物管理者等の回答書（写）を確認し、内容を作業員にまで徹底させておかなければならない。 

 

３．本工事の舗装工事における昼間施工区間については、一般交通への影響、通勤・通学時間帯の確保、周辺地域の生活、各種営業活動の確保

のため、時間的制約を受けるものとしている。 

  なお、関係機関等との調整の結果、継続的に特別な条件が付いた場合は、監督員と別途協議を行うものとする。 

 

４．工事費について 

（１）本工事は、「土木工事積算基準（大阪市水道局 平成2７年１１月1日）」を基に工事費算出を行っているため、受注者は事前に十分把握

しておかなければならない。なお、労務費は、平成2８年２月版の公共工事設計労務単価を適用している。 

【土木工事積算基準】 

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000074408.html 

【管路資材価格調査報告書】 

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000075511.html 

（注）ただし、本工事は単価契約につき、各工種の単価には諸経費が含まれるため上記報告書どおりの単価ではない。 

また、水道局HP上に掲載する本工事の積算資料についても工事費算出の基になるため、事前に十分把握すること。 

（２）本工事は、間接工事費の工種区分を「開削工事及び小口径推進工事」で算出している。 

 

５．仕様書に規定されている承認業者等は以下のとおりである。 

（１）配管材料 

  「大阪市水道局調達用配管材料仕様書」第１編第２章２－２に規定する大阪市水道局が承認している資材供給者は、別紙－１のとおりであ

る。（順不同） 

 

（２）改良土 

   第１編第２章第３節２－３－３ ３．埋戻し土（２）改良土（仕様書 P31）に規定する大阪市水道局に登録している改良土製造会社は

以下のとおりである。（順不同） 

会 社 名 所 在 地 電話番号 

（株）英光産業 

大阪東部リサイクルセンター 

〒578-0921 

大阪府東大阪市水走１－９－１５ 
0729-62-8200 

（株）北港ロード 

本社工場 

〒554-0033 

大阪市此花区北港１－４－１３２ 
06-6468-4175 

奥村組土木興業（株） 

堺ＳＲ工場 

〒590-0977 

堺市堺区大浜西町５ 
072-226-6969 

（株）長谷川建設 

リサイクルセンター南港工場 

〒559-0031 

大阪市住之江区南港東３－４－９１ 
06-6351-4940 

1 1 
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平成 28年 6月 16日 公告 

 

「【南】給水装置修繕工事（Ｈ２８）」 

 

１ 設計図書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。 

 

訂正箇所 誤 正 

特記仕様書Ｐ１ 

４．工事費について 

（１） 

７行目 

  

工 事 仕 様 書 

 

この工事は、「土木工事共通仕様書（大阪市水道局 平成２６年４月）」（以下、「仕様書」という。）並びに下記事項に基づき施工しなければ

ならない。なお、受注者は「仕様書」の内容等について十分理解し、工事施工上、支障のないようにしなければならない。 

 「仕様書」に記載のない事項、変更する事項、補足する事項等については、次に特記事項として記載する。 

 

特 記 事 項  

 

１．受注者は施工に際し、本設計書のほか「仕様書」を常に携行しなければならない。 

 

２．本工事に対する関係官公署、地下埋設物管理者等の回答書（写）を確認し、内容を作業員にまで徹底させておかなければならない。 

 

３．本工事の舗装工事における昼間施工区間については、一般交通への影響、通勤・通学時間帯の確保、周辺地域の生活、各種営業活動の確保

のため、時間的制約を受けるものとしている。 

  なお、関係機関等との調整の結果、継続的に特別な条件が付いた場合は、監督員と別途協議を行うものとする。 

 

４．工事費について 

（１）本工事は、「土木工事積算基準（大阪市水道局 平成2７年１１月1日）」を基に工事費算出を行っているため、受注者は事前に十分把握

しておかなければならない。なお、労務費は、平成2８年２月版の公共工事設計労務単価を適用している。 

【土木工事積算基準】 

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000074408.html 

【管路資材価格調査報告書】 

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000075511.html 

（注）ただし、本工事は単価契約につき、各工種の単価には諸経費が含まれるため上記報告書どおりの単価ではない。 

また、水道局HP上に掲載する本工事の積算資料についても工事費算出の基になるため、事前に十分把握すること。 

（２）本工事は、間接工事費の工種区分を「開削工事及び小口径推進工事」で算出している。 

 

５．仕様書に規定されている承認業者等は以下のとおりである。 

（１）配管材料 

  「大阪市水道局調達用配管材料仕様書」第１編第２章２－２に規定する大阪市水道局が承認している資材供給者は、別紙－１のとおりであ

る。（順不同） 

 

（２）改良土 

   第１編第２章第３節２－３－３ ３．埋戻し土（２）改良土（仕様書 P31）に規定する大阪市水道局に登録している改良土製造会社は

以下のとおりである。（順不同） 

会 社 名 所 在 地 電話番号 

（株）英光産業 

大阪東部リサイクルセンター 

〒578-0921 

大阪府東大阪市水走１－９－１５ 
0729-62-8200 

（株）北港ロード 

本社工場 

〒554-0033 

大阪市此花区北港１－４－１３２ 
06-6468-4175 

奥村組土木興業（株） 

堺ＳＲ工場 

〒590-0977 

堺市堺区大浜西町５ 
072-226-6969 

（株）長谷川建設 

リサイクルセンター南港工場 

〒559-0031 

大阪市住之江区南港東３－４－９１ 
06-6351-4940 

工 事 仕 様 書 

 

この工事は、「土木工事共通仕様書（大阪市水道局 平成２６年４月）」（以下、「仕様書」という。）並びに下記事項に基づき施工しなければ

ならない。なお、受注者は「仕様書」の内容等について十分理解し、工事施工上、支障のないようにしなければならない。 

 「仕様書」に記載のない事項、変更する事項、補足する事項等については、次に特記事項として記載する。 

 

特 記 事 項  

 

１．受注者は施工に際し、本設計書のほか「仕様書」を常に携行しなければならない。 

 

２．本工事に対する関係官公署、地下埋設物管理者等の回答書（写）を確認し、内容を作業員にまで徹底させておかなければならない。 

 

３．本工事の舗装工事における昼間施工区間については、一般交通への影響、通勤・通学時間帯の確保、周辺地域の生活、各種営業活動の確保

のため、時間的制約を受けるものとしている。 

  なお、関係機関等との調整の結果、継続的に特別な条件が付いた場合は、監督員と別途協議を行うものとする。 

 

４．工事費について 

（１）本工事は、「土木工事積算基準（大阪市水道局 平成2７年１１月1日）」を基に工事費算出を行っているため、受注者は事前に十分把握

しておかなければならない。なお、労務費は、平成2８年２月版の公共工事設計労務単価を適用している。 

【土木工事積算基準】 

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000074408.html 

【管路資材価格調査報告書】 

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000075511.html 

（注）ただし、本工事は単価契約につき、各工種の単価には諸経費が含まれるため上記報告書どおりの単価ではない。 

また、水道局HP上に掲載する本工事の積算資料についても工事費算出の基になるため、事前に十分把握すること。 

（２）本工事は、間接工事費の工種区分を「開削工事及び小口径推進工事」で算出している。 

 

５．仕様書に規定されている承認業者等は以下のとおりである。 

（１）配管材料 

  「大阪市水道局調達用配管材料仕様書」第１編第２章２－２に規定する大阪市水道局が承認している資材供給者は、別紙－１のとおりであ

る。（順不同） 

 

（２）改良土 

   第１編第２章第３節２－３－３ ３．埋戻し土（２）改良土（仕様書 P31）に規定する大阪市水道局に登録している改良土製造会社は

以下のとおりである。（順不同） 

会 社 名 所 在 地 電話番号 

（株）英光産業 

大阪東部リサイクルセンター 

〒578-0921 

大阪府東大阪市水走１－９－１５ 
0729-62-8200 

（株）北港ロード 

本社工場 

〒554-0033 

大阪市此花区北港１－４－１３２ 
06-6468-4175 

奥村組土木興業（株） 

堺ＳＲ工場 

〒590-0977 

堺市堺区大浜西町５ 
072-226-6969 

（株）長谷川建設 

リサイクルセンター南港工場 

〒559-0031 

大阪市住之江区南港東３－４－９１ 
06-6351-4940 

1 1 



 

4/4ページ 

平成 28年 6月 16日 公告 

 

「【北】給水装置修繕工事（Ｈ２８）」 

 

１ 設計図書の一部に表記誤りがありました。下記正誤表をご確認ください。 

 

訂正箇所 誤 正 

特記仕様書Ｐ１ 

４．工事費について 

（１） 

７行目 

  

 

工 事 仕 様 書 

 

この工事は、「土木工事共通仕様書（大阪市水道局 平成２６年４月）」（以下、「仕様書」という。）並びに下記事項に基づき施工しなければ

ならない。なお、受注者は「仕様書」の内容等について十分理解し、工事施工上、支障のないようにしなければならない。 

 「仕様書」に記載のない事項、変更する事項、補足する事項等については、次に特記事項として記載する。 

 

特 記 事 項  

 

１．受注者は施工に際し、本設計書のほか「仕様書」を常に携行しなければならない。 

 

２．本工事に対する関係官公署、地下埋設物管理者等の回答書（写）を確認し、内容を作業員にまで徹底させておかなければならない。 

 

３．本工事の舗装工事における昼間施工区間については、一般交通への影響、通勤・通学時間帯の確保、周辺地域の生活、各種営業活動の確保

のため、時間的制約を受けるものとしている。 

  なお、関係機関等との調整の結果、継続的に特別な条件が付いた場合は、監督員と別途協議を行うものとする。 

 

４．工事費について 

（１）本工事は、「土木工事積算基準（大阪市水道局 平成2７年１１月1日）」を基に工事費算出を行っているため、受注者は事前に十分把握

しておかなければならない。なお、労務費は、平成2８年２月版の公共工事設計労務単価を適用している。 

【土木工事積算基準】 

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000074408.html 

【管路資材価格調査報告書】 

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000075511.html 

（注）ただし、本工事は単価契約につき、各工種の単価には諸経費が含まれるため上記報告書どおりの単価ではない。 

また、水道局HP上に掲載する本工事の積算資料についても工事費算出の基になるため、事前に十分把握すること。 

（２）本工事は、間接工事費の工種区分を「開削工事及び小口径推進工事」で算出している。 

 

５．仕様書に規定されている承認業者等は以下のとおりである。 

（１）配管材料 

  「大阪市水道局調達用配管材料仕様書」第１編第２章２－２に規定する大阪市水道局が承認している資材供給者は、別紙－１のとおりであ

る。（順不同） 

 

（２）改良土 

   第１編第２章第３節２－３－３ ３．埋戻し土（２）改良土（仕様書 P31）に規定する大阪市水道局に登録している改良土製造会社は

以下のとおりである。（順不同） 

会 社 名 所 在 地 電話番号 

（株）英光産業 

大阪東部リサイクルセンター 

〒578-0921 

大阪府東大阪市水走１－９－１５ 
0729-62-8200 

（株）北港ロード 

本社工場 

〒554-0033 

大阪市此花区北港１－４－１３２ 
06-6468-4175 

奥村組土木興業（株） 

堺ＳＲ工場 

〒590-0977 

堺市堺区大浜西町５ 
072-226-6969 

（株）長谷川建設 

リサイクルセンター南港工場 

〒559-0031 

大阪市住之江区南港東３－４－９１ 
06-6351-4940 

工 事 仕 様 書 

 

この工事は、「土木工事共通仕様書（大阪市水道局 平成２６年４月）」（以下、「仕様書」という。）並びに下記事項に基づき施工しなければ

ならない。なお、受注者は「仕様書」の内容等について十分理解し、工事施工上、支障のないようにしなければならない。 

 「仕様書」に記載のない事項、変更する事項、補足する事項等については、次に特記事項として記載する。 

 

特 記 事 項  

 

１．受注者は施工に際し、本設計書のほか「仕様書」を常に携行しなければならない。 

 

２．本工事に対する関係官公署、地下埋設物管理者等の回答書（写）を確認し、内容を作業員にまで徹底させておかなければならない。 

 

３．本工事の舗装工事における昼間施工区間については、一般交通への影響、通勤・通学時間帯の確保、周辺地域の生活、各種営業活動の確保

のため、時間的制約を受けるものとしている。 

  なお、関係機関等との調整の結果、継続的に特別な条件が付いた場合は、監督員と別途協議を行うものとする。 

 

４．工事費について 

（１）本工事は、「土木工事積算基準（大阪市水道局 平成2７年１１月1日）」を基に工事費算出を行っているため、受注者は事前に十分把握

しておかなければならない。なお、労務費は、平成2８年２月版の公共工事設計労務単価を適用している。 

【土木工事積算基準】 

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000074408.html 

【管路資材価格調査報告書】 

http://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/0000075511.html 

（注）ただし、本工事は単価契約につき、各工種の単価には諸経費が含まれるため上記報告書どおりの単価ではない。 

また、水道局HP上に掲載する本工事の積算資料についても工事費算出の基になるため、事前に十分把握すること。 

（２）本工事は、間接工事費の工種区分を「開削工事及び小口径推進工事」で算出している。 

 

５．仕様書に規定されている承認業者等は以下のとおりである。 

（１）配管材料 

  「大阪市水道局調達用配管材料仕様書」第１編第２章２－２に規定する大阪市水道局が承認している資材供給者は、別紙－１のとおりであ

る。（順不同） 

 

（２）改良土 

   第１編第２章第３節２－３－３ ３．埋戻し土（２）改良土（仕様書 P31）に規定する大阪市水道局に登録している改良土製造会社は

以下のとおりである。（順不同） 

会 社 名 所 在 地 電話番号 

（株）英光産業 

大阪東部リサイクルセンター 

〒578-0921 

大阪府東大阪市水走１－９－１５ 
0729-62-8200 

（株）北港ロード 

本社工場 

〒554-0033 

大阪市此花区北港１－４－１３２ 
06-6468-4175 

奥村組土木興業（株） 

堺ＳＲ工場 

〒590-0977 

堺市堺区大浜西町５ 
072-226-6969 

（株）長谷川建設 

リサイクルセンター南港工場 

〒559-0031 

大阪市住之江区南港東３－４－９１ 
06-6351-4940 

1 1 


